




















































 

 

 
【建設工事関連業務委託に関する要綱・要領が新規に施行されました】 

 

浜松市農林土木業務委託共通仕様書 
内容については、『浜松市土木工事関連委託業務共通仕様書（令和５年４月 1 日制定）』によるものとする。 
浜松市土木工事関連委託業務共通仕様書に規定のない事項については、静岡県交通基盤部監修『農林土木業務委託共通仕様書』(令和７年 10 月 27 日

建経工第 79 号）によるものとする。 
  ただし、本書中「静岡県」とあるのは「浜松市」と、「静岡県業務委託契約約款」とあるのは「浜松市建設工事関連業務委託契約約款」、と読み替え

るものとする。 
「浜松市建設工事関連業務委託契約約款」と『農林土木業務委託共通仕様書』に相違がある場合は、「浜松市建設工事請負契約約款」等が優先する。 
※ なお、『農林土木業務委託共通仕様書』に規定する「管理技術者」の資格については、当面下記のとおり取り扱う。 

条文中における「これと同等の能力と経験を有する技術者」とは、学校教育法による大学を卒業したものにあっては10年以上の、高等学校を卒業したものにあっては14年以

上の、本業務に関する実務経験を有する者。 

 
※浜松市農林土木業務委託共通仕様書に規定のない事項については、別に定める特記仕様書を優先する。 
※特記仕様書、図面又は、共通仕様書の間に相違がある場合には、請負人は監督員に確認しなければならない。 

平成２３年４月１日から「浜松市建設工事関連業務委託監督要綱」、「浜松市土木設計業務等照査要領」、「浜松市建設工事関連業務委託成績評定要領」 
及び「浜松市建設工事関連業務委託検査要綱」が施行されました。 

ただし、「浜松市土木設計業務等照査要領」に記載された「浜松市土木設計業務等共通仕様書」は、「浜松市農林土木業務委託共通仕様書」と読み

替えそれが施行されるまでの間、静岡県土木部監修『業務委託共通仕様書』(平成11年版)内の「土木設計業務等共通仕様書（静岡県）」に読み替える

ものとします。 



 

 

 
【建設工事関連業務委託に関する要綱・要領が新規に施行されました】 

 

浜松市設計業務等共通仕様書（農林土木工事） 
 内容については、『浜松市土木工事関連委託業務共通仕様書（令和５年 4 月 1 日制定）』によるものとする。 

浜松市土木工事関連委託業務共通仕様書に規定のない事項については、静岡県交通基盤部監修『農林土木業務委託共通仕様書 ２設計業務等共通仕

様書（農林土木工事）』令和７年 10 月 27 日建経工第 79 号）によるものとする。 
 
  ただし、本書中「静岡県」とあるのは「浜松市」と、「静岡県業務委託契約約款」とあるのは「浜松市建設工事関連業務委託契約約款」と読み替える

ものとする。 
「浜松市建設工事関連業務委託契約約款」と『設計業務等共通仕様書（農林土木工事）』に相違がある場合は、「浜松市建設工事請負契約約款」等が優

先する。 
 
※浜松市設計業務等共通仕様書（農林土木工事）に規定のない事項については、別に定める特記仕様書を優先する。 
※特記仕様書、図面又は、共通仕様書の間に相違がある場合には、請負人は監督員に確認しなければならない。 

平成２３年４月１日から「浜松市建設工事関連業務委託監督要綱」、「浜松市土木設計業務等照査要領」、「浜松市建設工事関連業務委託成績評定要領」 
及び「浜松市建設工事関連業務委託検査要綱」が施行されました。 

ただし、「浜松市土木設計業務等照査要領」に記載された「浜松市土木設計業務等共通仕様書」は、「浜松市農林土木業務委託共通仕様書」及び「浜

松市設計業務等共通仕様書（農林土木工事）」と読み替えそれが施行されるまでの間、静岡県土木部監修『業務委託共通仕様書』(平成11年版)内の「土

木設計業務等共通仕様書（静岡県）」に読み替えるものとします。 



令和８年度農業水利施設ストックマネジメント調査事業 
天竜川下流用水水利状況調査業務 特記仕様書 

 
１ 総則 

（１） 本特記仕様書は、｢令和８年度農業水利施設ストックマネジメント調査事業

天竜川下流用水水利状況調査業務」（以下「本業務」という。）に関し、適用す

るものとする。 

（２）  本業務は、関係法令、諸規定及び「浜松市土木工事関連委託業務共通仕様書

（令和５年 4 月 1 日制定）及び静岡県交通基盤部監修「農林土木業務委託共通

仕様書」(令和７年 10 月 27 日建経工第 79 号）」によるほか、本仕様書による。 

（３） 本業務の実施に関して、前項の規定に記載のない事項及び疑義を生じた場合

は、速やかに発注者と受注者が協議を行い対処する。 

 

２ 目的 

   本業務は、国営天竜川下流用水二期事業に伴う水利権の更新による変更水量を

現行施設にて送水したときに受益地の水田が適正に取水を行うことが可能か調査

を行い、用水量の減量が及ぼす影響について検討し、検討結果を取りまとめた河

川管理者協議資料の作成を行う。 

  

３ 業務実施箇所 

   浜松市中央区笠井新田町 地内外 （別紙 位置図参照） 

 

４ 対象施設 

・天竜川下流用水系統の用水路 

 
５ 一般事項 

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。 

（１） 作業実施の順序、方法等は監督員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を

図るものとする。 

（２） 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有した者とする。 

（３） 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督員が資料の提出

を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。 

（４）作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有したものとする。 

・管理技術者の配置 

管理技術者は、設計業務共通仕様書第７条によるものとし、農業土木技術管 

理士、農業水利施設機能総合診断士以外の業務に該当する技術部門・選択科 

目は次のとおりである。 

資  格 技術部門 選択科目 

技術士 
総合技術管理 

農業土木又は農業農村工学 
農業 



資  格 技術部門 選択科目 

シビルコンサルティ

ングマネージャー 

（RCCM） 

農業土木  

 

６ 業務内容 

＜用水量の減量が及ぼす影響調査＞ 

（１）資料の収集・把握 

  天竜川下流用水に係る水路図面、受益図及び水利権資料等の資料を収集・把握し、 

業務計画書を作成する。 

（２）用水管理実態の把握 

  用水管理実態を把握するため、浜松土地改良区へ聞き取りを行う。聞き取り項目

や内容については受注者が整理を行い、監督員の承諾を得た後に改良区の聞き取

りを行うものとする。 
（３）現地踏査 

受益面積減少に伴い用水量が減量となることで、取水、分水に影響を及ぼす路

線を現地で選定する。 

（４）水理計算 

現地踏査で選定した路線について、変更水利権水量に対する水深を算定する。 

（５）現地調査 

（４）の路線について、現地で現状の用水路水深、取水高（取水口、田面高等）

を調査する。 

（６）用水量の減量が及ぼす影響の検討 

(4)で算定した水深と(5)で調査した取水高をもとに問題点を整理し、適正な取

水が可能か検討を行う。 

（７）用水不足原因調査 
改良区の聞き取り結果から用水不足が発生しやすい地域に対して流量観測を行

い、用水不足の原因を探る。流量観測は、遠隔監視システムを用いて用水量と

無効放流の把握・分析を行う。調査時期は下記のとおりとする。遠隔監視シス

テム機器の設置箇所については地番図データを参考に官地となる箇所を選定・

提案の上、監督員及び浜松土地改良区と協議後、設置すること。 
調査時期：代掻き期、活着・分けつ期、穂ばらみ期、出穂期、登熟期 

（８）対策工法の検討 

(6)の検討にて、適正な取水が困難な路線がある場合は、複数の対策工法の提案を

行い、必要性、実現性、有効性、経済性等の観点での評価を行い、最適な対策工

法を選定すること。 

  



（９）図面作成 

(8)の最適な対策工法における図面作成を行うこと。 

（10）概算事業費の算定 

(8)の最適な対策工法における概算事業費の算定を行うこと。 

（11）河川協議資料の作成 

 水利権水量の減少により現況水田の適正な取水に影響が生じることを説明する 
ための河川協議資料の作成を行うこと。 

（12）取りまとめ 
作成した資料について成果物の点検取りまとめ及び報告書の作成を行う。 

 
７ 打合せ 

（１）打合せ(設計)は着手・中間（２回）・最終の４回、関係者が集まって行い、受託

者は打合せ後に速やかに打合せ記録簿を作成し、事前に監督員の確認を受けた

後、提出すること。 
（２）電話・メール等による打合せ事項も打合せ記録簿にまとめ事前に監督員の確認

を受けた後、提出すること。 
 
８ 契約変更 

契約書に規定する甲乙協議事項による契約変更は、次の場合に行うものとする。 
・業務量の変更が必要な場合 
・履行期間の変更が必要な場合 
・その他必要と認められた場合 

 
９ 成果品  

（１）調査報告書 一式（紙ベース）・・・・・・・・・・・・正１部（Ａ４版） 

                          副２部（Ａ４版） 

報告書には、参考資料、文献の出展を明らかにすること。 
（２）電子納品 CD・・・・・・・・・・・・・・・・４枚（正２枚、副１枚ずつ） 

提出の際には、エラーがないことを確認し、ウイルスチェック 

を実施したうえで提出するものとする。 

（３）その他必要とする資料・・・・・・・・・・・・・・・・1式 

 

10 留意事項 

（１）本仕様書に定めが無い事項または、業務実施にあたって生じた疑義については、 
監督員と業務代理人が協議するものとする。 

 


